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認　第　１　号

令和 ４ 年 １０月 ２８日　提出

南和広域医療企業団　　

企業長　　杉　山　　孝

令和３年度南和広域医療企業団病院事業会計決算の認定について

　令和３年度南和広域医療企業団病院事業会計決算を、地方公営企業法（昭
和２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定により、監査委員の意見を付けて
議会の認定に付する。
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議 第 　７　号

（総則）

　第１条　令和４年度南和広域医療企業団の病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出）

　第３条 令和４年度病院事業会計（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額

を次のとおり補正する。

　　支　　　出 （既決予定額） （補正予定額） （計）

第１款 病院事業費用 千円 16,500 千円 10,637,722 千円

第１項 医業費用 千円 16,500 千円 10,354,741 千円

令和 ４ 年　１０ 月　２８ 日
南和広域医療企業団

       令和４年度　南和広域医療企業団　病院事業会計補正予算（第２号）       

企　業　長　　　杉　山　　孝

10,621,222

10,338,241
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議 第 ８ 号 

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について  

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について次のと

おり改正したいので、議会の議決を求める。 

令和４年１０月２８日提出 

南和広域医療企業団  

企業長 杉山 孝  

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例（案）

南和広域医療企業団職員の育児休業等に関する条例（平成２８年南和広域医療企業団条例第

７号）の一部を次のように改正する。 

第２条第４号を次のように改める。 

(4) 非常勤職員であって、次のいずれにも該当する者以外の職員 

ア その養育する子(育児休業法第２条第１項に規定する子をいう。以下同じ。)が１歳

６か月に達する日(以下｢１歳６か月到達日｣という。)(当該子の出生の日から第３条に

規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から６月を

経過する日、第２条の４の規定に該当する場合にあっては当該子が２歳に達する日)ま
でに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及

び企業長が任命する職(以下｢特定職｣という。)に引き続き採用されないことが明らか

でない非常勤職員

イ 勤務日の日数を考慮して管理規程で定める非常勤職員

  第２条に次の１号を加える。 

(5) 前号(4)の規定にかかわらず、同号に掲げる職員は、次に掲げる場合には、育児休業

法第２条第１項の条例で定める職員に含まれないものとする。

ア その養育する子が１歳に達する日（以下「１歳到達日」という。）（当該非常勤職員

が第２条の３第２号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が

当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この号にお

いて同じ。）において育児休業をしている場合であって、当該子について、同条第３号
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に掲げる場合に該当して、当該子の１歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする

育児休業をしようとするとき。

イ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている場合であって、

当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴

い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の

日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするとき。

第２条の３第３号中「当該子の１歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場

合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに

相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日

後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該

地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の

１歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期

間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期

の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き

続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする」を削り、「該当するとき」の下に「（当該

非常勤職員が当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合におい

て第２条第５号イに掲げる場合に該当する場合にあってはア及びイに掲げる場合に該当する

とき、管理規程で定める特別の事情がある場合にあってはイに掲げる場合に該当するとき）」

を加え、同号ア中「する育児休業」を「前号に掲げる場合に該当してする育児休業」に、「当

該配偶者がする」を「当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする」

に改め、同号に次のように加える。 

    ウ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合

若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日

が当該子の１歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育児休業

の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるとき

は、そのいずれかの日））の翌日（当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当す

る場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間

の末日とされた日の翌日以前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよう

とする場合

エ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該非常勤職員が前号に

掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日）後の期間においてこの号に掲げる場合

に該当して育児休業をしたことがない場合
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  第２条の４中「当該子の１歳６か月到達日の翌日(当該子の１歳６か月到達日後の期間にお

いてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をして

いる非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休

業の期間の初日とする」を削り、「該当するとき」の下に「（当該非常勤職員が当該子につい

てこの条の規定に該当して育児休業をしている場合において第２条第５号イに掲げる場合に

該当する場合にあっては第１号及び第２号に該当するとき、管理規程で定める特別の事情が

ある場合にあっては同号に該当するとき）とする。」を加え、同条に次の２号を加える。 

(3) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日の翌日（当該非常勤

職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育

児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以

前の日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６か月到達日後の期間においてこ

の条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合 

第３条を次のように改める。 

(育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間)
第３条 育児休業法第２条第１項第１号の条例で定める期間は、５７日間とする。

第４条中第５号を削り、第６号を第５号とし、第７号を第６号とし、同条第８号中「その

任期」を「任期を定めて採用された職員であって、当該任期」に、「非常勤職員」を「もの」

に、「当該育児休業に係る子について、当該任期が」を「当該任期を」に、「に特定職に引き

続き」を「引き続いて特定職に」に、「当該任期の」を「当該育児休業に係る子について、当

該更新前の任期の」に、「当該引き続き採用される日」を「当該採用の日」に改め、同号を同

条第７号とする。 

  第１１条第２号中「退職手当条例第７条第１項又は第２項」を「南和広域医療企業団職員の

定年等に関する条例第４条第１項又は第２項」に改める。 

  第１２条第６号中「育児休業等計画書」を「育児短時間勤務計画書」に改める。 

第２３条第２号中「次のいずれにも該当する」を「勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間

を考慮して管理規程で定める」に改め、同号ア及びイを削る。 

第２４条第２項中「当該育児時間を減じた時間」を削除する。 
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 第３０条を第３２条とし、第２９条の次に次の２条を加える。 

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等) 

第３０条 企業長は、職員が企業長に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産し

たことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制

度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認す

るための面談その他の措置を講じなければならない。 

２ 企業長は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な

取扱いを受けることがないようにしなければならない。 

(勤務環境の整備に関する措置) 

第３１条 企業長は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる

措置を講じなければならない。 

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施 

(2) 育児休業に関する相談体制の整備 

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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報 第 １ 号

令和 ４ 年 １０月 ２８日　提出

南和広域医療企業団　　

企業長　　杉　山　　孝

1 .資金不足比率

※資金不足でないため、比率は「-（該当なし）」と表示した。

2 .監査委員の意見書

 別紙のとおり

南和広域医療企業団病院事業会計資金不足比率の報告について

　地方公共団体の財政の健全化の関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２
条第１項の規定により、令和３年度決算に基づく資金不足比率を監査委員の
意見書を付けて次のとおり報告する。

病院事業会計 - 20.0%

会計名 資金不足比率 経営健全化基準
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